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第五章  ｢プーチン大統領の進める焦眉の制度改革（政治面）｣の展望 

 

この展望は、平成 15 年度に日本国際問題研究所において実施の｢プーチン大統領の進める

焦眉の制度改革(政治面)｣研究会の以下の委員が作成したものである。 

 

笠井 達彦 日本国際問題研究所主任研究員（主査） 

乾 一宇 日本大学大学院総合社会情報研究科教授 

上野 俊彦 上智大学外国語学部ロシア語学科教授 

 

行政改革、連邦制度改革、軍改革はロシア政府が抱える焦眉の問題である。その展望につい

ては別添を参照願いたいが、その展望を描くにあたり特に次の点を付言しておきたい。 

 

すなわち、ロシアにおける行政改革、連邦制度改革、軍改革は、既にエリツィン政権時代ある

いはプーチン政権第一期においてコンセプトが出されたり、既に実行中のものがあるものの、まだ

まだ実施すべき諸点は山盛りであり、その点、これまでの改革は道半ばという感じである。確かに、

大きなところでは方針は既に固まってはいるものの、今後実際に行うべきところについては、その

スピードや方向性は、ロシア国内外の諸情勢という前提条件あるいは環境に左右される。従って、

行政改革、連邦制度改革、軍改革の展望を見る場合には、その前提や環境等との関連で見なけ

ればならない。そのような観点からすれば、次の通りである。 

 

第 1 に、内政面では、2003 年国家院選挙でのプーチン支持政党の勝利と、2004 年 3 月中旬

の大統領選挙で確実視されるプーチン大統領の再選により、ロシア国内政局は当面は落ち着い

た動きとなるであろう。しかし、プーチン第二期政権 3 年目あたりから(2006 年後半:同年央には

G8 モスクワサミットも開催)、ポスト･プーチンを睨んで、現在既に始まっている政治的争いが熾烈

化するものと予想している。なお、伝統的にロシアのこのような政治的争いにおいては、国内政

治･経済･社会が最大の関心事であり（外交への関心事はマージナル）、その意味で、この報告書

が取り扱っている行政改革、連邦制度改革、軍改革は焦点の一つとなるであろう。 

内政の関係で、もう 1 点念頭においておきたい事項がある。それは、2003 年 12 月の国家院選

挙前に出てきたプーチン大統領の 3 期を可能とするシナリオである。現時点でプーチン大統領自

身は否定しているが、それが何らかの事情により現実味を帯びる状況となる場合には、そして、そ

の推進者がシラヴィキ（武力省庁の旧 KGB 系統）あるいは地域の指導者であるならば（最近ロシ
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ア国内で見られるプーチン 3 期目実現の動きではこの 2 つの勢力の動きが特に活発に見える）、

この行政改革、連邦制度改革、軍改革が一層の重要性を帯びる可能性がある。 

第 2 に、社会経済改革面では、1999 年より起こっている経済の好調さは当面は継続することが、

今回の展望の前提にある。そのような経済の好調さは連邦中央のみならず、これまで経済パ

フォーマンスが芳しくなかった地方や地域についても顕著に見られる。このような状況では、プー

チン大統領の進める種々改革にも社会的弱者や地方や地域が肯定的に対応するであろう。他方、

不安要因もある。それは、ロシア経済が何らかの理由で減速する場合で（そのような減速は足腰

の弱い地域や地方で最初にはじまる）、この場合には、行政改革、連邦制度改革、軍改革にブ

レーキがかかるであろうし、そもそもプーチン大統領が進める経済社会改革についても否定的な

見方が出てくるであろう。 

 

第 3 に、外交･安全保障面である。米との関係は、イラク戦争後の関係修復との側面もありエネ

ルギー分野等で進展するであろう。また、NATO との関係は、当面ロシアは NATO・ロシア理事

会参加で満足するであろう。ただし、ここでも、念頭においておきたい事項がある。現在プーチン

政権下でロシアは NATO 等と親密な関係を有しているわけであるが、そもそも潜在的脅威が完

全に消えているわけではない。従って、これが、今後起こるであろう政権争いの過程で、軍改革や

行政改革が政権争いの政具となる可能性はあり、その場合は、NATO を主とする潜在的脅威が

前面に出され、軍改革が遅れたり、行政改革が武力省庁に有利な方向で進められる可能性も排

除し得ない。また、米ブッシュ政権の今後がロシア国内政治に与える影響も無視できない。万が

一、米国で政権交替がおこる場合には、それがロシアの政権争いの政見となる可能性があり、そ

の場合にも上述のような方向性が出てくる可能性がある。 
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｢
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
進
め
る
焦
眉
の
制
度
改
革

(政
治
面
)
｣
の
展
望
 

分
 

野
 

展
 

 
望

 

 
行

政
改

革
 

●
現

行
制

度
は

旧
ソ

連
制

度
を

民
主

化
･市

場
経

済
化

に
合

せ
て

改
編

し
た

も
の

。
省

庁
間

業
務

重
複

、
職

員
数

膨
張

、
行

政
機

関
規

制
維

持
、

汚
職

増
長

等
の

弊
害

が
発

生
し

て
い

る
。

プ
ー

チ
ン

大
統

領
は

、
20

02
年

の
年

次
教

書
で

は
、

国
家

機
関

が
効

率
的

か
つ

コ
ン

パ
ク

ト
で

機
能

的
と

な
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
し

つ
つ

、
行

政
シ

ス
テ

ム
の

近
代

化
、

意
志

決
定

の
策

定
･採

択
･実

行
に

お
け

る

効
率

的
な

メ
カ

ニ
ズ

ム
の

確
立

、
国

家
機

能
の

分
析

が
必

要
と

訴
え

た
。

20
02

年
11

月
に

は
行

政
改

革
連

邦
計

画
に

つ
い

て
の

大

統
領

令
が

発
出

さ
れ

る
と

同
時

に
、

公
務

員
採

用
制

度
に

つ
い

て
も

議
論

が
行

わ
れ

て
い

る
。
 

●
プ

ー
チ

ン
政

権
第

1
期

で
は

、
コ

ン
セ

プ
ト
作

り
に

終
始

し
た

が
、

第
2

期
で

は
、

大
規

模
な

行
政

改
革

が
行

わ
れ

る
。

特
に

、
省

庁
統

廃
合

と
、

経
済

面
に

お
け

る
規

制
緩

和
の

流
れ

に
関

連
し

て
各

省
庁

の
権

限
の

大
幅

縮
小

(
事

業
に

許
認

可
を

必
要

と
す

る
規

制
の

数
の

大
幅

削
減

)
が

行
わ

れ
る

。
ま

た
、

新
規

公
務

員
採

用
･幹

部
登

用
･抜

擢
･配

置
･研

修
制

度
が

、
よ

り
客

観
的

か
つ

透
明

性
の

高

い
形

で
整

備
さ

れ
る

。
ま

た
、

行
政

改
革

は
、

連
邦

制
度

、
地

方
自

治
制

度
と

も
関

係
し

て
お

り
、

連
邦

制
度

改
革

に
伴

う
形

で
も

行
わ

れ
る

。
 

連
 

邦
 

制
 

度
 

改
 

革
 

政
治

面
 

●
エ

リ
ツ

ィ
ン

政
権

の
最

大
の

成
果

は
ペ

レ
ス

ト
ロ

イ
カ

期
か

ら
続

く
連

邦
解

体
を

食
い

止
め

た
こ

と
。

た
だ

し
、

そ
の

代
償

と
し

て
権

限
分

割
が

曖
昧

な
19

92
年

の
連

邦
条

約
と

19
93

年
憲

法
と

19
94

年
以

降
の

権
限

区
分

条
約

及
び

協
定

を
生

み
だ

し
、

連
邦

制
の

混

乱
を

も
た

ら
し

た
。
 

同
政

権
末

期
よ

り
そ

の
よ

う
な

連
邦

制
度

を
何

と
か

改
善

し
よ

う
と

い
う

努
力

は
な

さ
れ

て
き

た
。

プ
ー

チ
ン

政
権

第
１

期
で

は
一

層
の

改

善
努

力
が

行
わ

れ
、

多
く

の
成

果
が

上
が

っ
た

。
プ

ー
チ

ン
政

権
第

2
期

に
お

い
て

は
、

そ
の

モ
メ

ン
タ

ム
を

活
か

し
た

形
で

着
実

な
連

邦
制

度
改

革
が

続
け

ら
れ

る
。

特
に

、
20

03
年

に
連

邦
構

成
主

体
法

及
び

地
方

自
治

法
が

策
定

さ
れ

た
の

で
、

あ
と

は
そ

の
実

現
に

向
か

っ
て

の
努

力
が

行
わ

れ
る

。
た

だ
し

、
仕

事
の

ヴ
ォ

リ
ュ

ー
ム

と
し

て
は

ま
だ

相
当

あ
る

。
 

●
首

長
(
知

事
及

び
市

長
)
の

解
任

手
続

き
の

簡
素

が
予

定
さ

れ
て

い
る

。
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連
 

邦
 

制
 

度
 

改
 

革
 

政
治

面
 

（
つ

づ
き

）
 

●
以

上
を

可
能

な
ら

し
め

る
た

め
に

連
邦

中
央

の
権

限
は

一
時

強
く

な
る

。
そ

の
後

は
本

来
の

連
邦

制
の

あ
り

方
に

則
り

、
地

域
へ

の
秩

序
あ

る
権

限
の

委
譲

が
行

わ
れ

る
は

ず
で

あ
る

が
、

経
済

面
で

の
権

限
委

譲
は

近
い

将
来

に
行

わ
れ

る
も

の
の

、
政

治
面

で
の

権
限

委
譲

は
、

全
体

の
制

度
が

上
手

く
働

く
か

ど
う

か
を

見
極

め
て

か
ら

と
な

る
。
 

●
現

在
連

邦
と

地
域

と
の

権
限

区
分

条
約

は
撤

廃
の

方
向

に
向

か
っ

て
い

る
が

、
タ

タ
ー

ル
ス

タ
ン

、
バ

シ
コ

ル
ト
ス

タ
ン

等
の

一
部

特
権

的
地

域
と

の
間

で
撤

廃
さ

れ
る

か
ど

う
か

は
不

明
。

相
当

の
抵

抗
が

予
想

さ
れ

る
。
 

●
連

邦
構

成
主

体
の

統
廃

合
が

進
む

。
市

町
村

レ
ベ

ル
の

統
廃

合
は

既
に

起
こ

っ
て

い
る

が
、

今
後

、
連

邦
構

成
主

体
の

数
が

減
少

す

る
可

能
性

が
あ

る
。

そ
の

場
合

に
は

憲
法

改
正

が
行

わ
れ

る
。
 

●
特

に
政

治
的

課
題

と
し

て
、

以
上

の
改

革
の

深
化

と
議

会
制

お
よ

び
政

党
制

の
確

立
を

通
じ

て
の

民
主

的
監

督
シ

ス
テ

ム
、

民
主

的

利
益

集
約

シ
ス

テ
ム

の
整

備
へ

力
が

傾
注

さ
れ

る
。
 

●
ま

た
、

チ
ェ

チ
ェ

ン
問

題
は

今
後

と
も

難
し

い
問

題
と

し
て

残
る

。
 

 

経
済

面
 

財
政

連
邦

関
係
 

(
Ｆ

ｉｓ
ｃ
ａ
ｌ 

Ｆ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒａ

ｌｉ
ｓｍ

面
)
 

●
エ

リ
ツ

ィ
ン

時
代

の
連

邦
制

の
混

乱
は

、
連

邦
･地

域
･地

方
の

そ
れ

ぞ
れ

の
権

限
が

曖
昧

で
あ

っ
た

こ
と

、
連

邦
よ

り
地

域
へ

の
権

限

委
譲

に
財

政
手

段
が

伴
っ

て
い

な
か

っ
た

の
で

、
地

域
と

し
て

自
衛

手
段

を
と

ら
ざ

る
を

得
な

か
っ

た
こ

と
(
独

自
税

や
独

自
規

則
)
が

上
げ

ら
れ

る
。

プ
ー

チ
ン

政
権

第
1

期
で

は
、

地
域

及
び

地
方

法
の

連
邦

法
へ

の
整

合
化

、
不

要
な

権
限

区
分

条
約

及
び

協
定

の
破

棄
、

財
政

連
邦

関
係

の
新

概
念

作
成

、
及

び
毎

年
の

予
算

法
作

成
の

過
程

で
こ

れ
ら

の
問

題
の

解
決

が
図

ら
れ

た
。

並
び

に
、

20
01

～
02

年
に

コ
ザ

ク
大

統
領

府
副

長
官

の
下

で
行

わ
れ

た
連

邦
、

地
域

、
地

方
の

間
の

権
限

区
分

見
直

し
作

業
の

結
果

と
し

て
連

邦
構

成
主

体
法

、
地

方
自

治
体

法
が

作
成

さ
れ

た
。
 

●
プ

ー
チ

ン
政

権
第

2期
に

お
い

て
は

、
20

01
～

02
年

に
コ

ザ
ク

大
統

領
府

副
長

官
の

下
で

行
わ

れ
た

連
邦

、
地

域
、

地
方

の
間

の
権

限
区

分
見

直
し

作
業

の
実

施
細

目
と

し
て

、
今

後
は

、
予

算
法

典
改

正
(
現

在
20

05
年

ま
で

の
期

限
の

財
政

連
邦

関
係

の
新

概
念

の

規
定

を
恒

久
化

す
る

も
の
)
、

税
法

典
改

正
(
同

上
)
、

社
会

保
障

関
係

諸
法

(
特

に
意

味
の

な
い

特
典

等
の

整
理

･破
棄

)
等

の
法

的

基
盤

作
り

が
行

わ
れ

る
。
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軍
改

革
 

          

●
制

度
･思

想
面

 

○
新

生
ロ

シ
ア

に
な

っ
て

の
安

全
保

障
政

策
の

決
定

機
構

は
、

安
全

保
障

法
や

安
全

保
障

会
議

規
定

な
ど

法
制

面
は

確
立

さ
れ

て

い
る

。
安

全
保

障
会

議
は

法
令

上
そ

の
権

限
は

大
き

い
が

、
官

庁
の

縄
張

り
意

識
に

は
依

然
と

し
て

根
強

い
も

の
が

あ
る

。
安

全
保

障
会

議
の

機
能

の
多

く
は

所
管

官
庁

が
主

導
性

を
も

っ
て

行
っ

て
お

り
、

安
全

保
障

会
議

は
形

式
的

な
合

議
機

関
、

あ
る

い
は

調

整
機

関
で

し
か

な
い

の
が

現
状

で
あ

る
。

武
力

省
庁

の
権

限
の

強
さ

か
ら

、
当

分
こ

の
傾

向
は

続
く

も
の

と
思

わ
れ

る
。
 

○
近

く
改

正
が

行
わ

れ
る

可
能

性
の

あ
る

安
全

保
障

構
想

お
よ

び
軍

事
ド

ク
ト
リ

ン
で

は
｢対

テ
ロ

重
視

｣の
方

向
が

強
く

打
ち

出
さ

れ
よ

う
。
 

○
N

AT
O

･ロ
シ

ア
理

事
会

が
創

設
さ

れ
た

と
は

言
っ

て
も

、
N

AT
O

を
主

と
す

る
潜

在
的

脅
威

が
完

全
に

消
え

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
。

と
く

に
、

20
03

年
10

月
の

プ
ー

チ
ン

大
統

領
も

出
席

し
た

軍
首

脳
会

議
は

重
要

で
、

国
防

相
報

告
の

判
断

や
提

案
に

大
統

領

が
同

意
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

今
後

の
ロ

シ
ア

の
軍

改
革

あ
る

い
は

軍
事

ド
ク

ト
リ

ン
、

安
全

保
障

構
想

の
基

本
方

向
を

示
す

も
の

と
し

て
、

こ
の

文
書

を
巡

る
動

き
に

は
注

目
を

要
す

る
。
 

●
軍

改
革

: 

○
エ

リ
ツ

ィ
ン

政
権

時
代

の
軍

改
革

に
お

け
る

成
果

は
兵

員
の

大
幅

削
減

で
、

ロ
シ

ア
軍

発
足

当
初

よ
り

兵
力

は
半

減
し

た
。
 

○
プ

ー
チ

ン
政

権
第

1
期

に
お

い
て

5
軍

種
か

ら
3

軍
種

へ
の

移
行

、
8

個
軍

管
区

か
ら

6
個

軍
管

区
へ

の
統

合
が

行
わ

れ
、

現
在

そ
れ

が
具

体
的

に
進

行
中

で
あ

る
。

プ
ー

チ
ン

政
権

第
2

期
に

お
い

て
は

、
兵

力
10

0
万

人
体

制
に

な
る

が
、

上
記

関
連

事
項

は

大
略

変
更

な
く

実
施

さ
れ

る
だ

ろ
う

。
 

○
ま

た
、

20
03

年
度

よ
り

国
防

費
が

増
額

さ
れ

る
方

向
に

あ
り

、
こ

れ
ま

で
な

い
が

し
ろ

に
さ

れ
た

兵
器

･装
備

の
近

代
化

が
は

か
ら

れ

る
兆

し
が

あ
る

。
し

か
し

、
近

代
化

に
は

多
額

の
資

金
が

必
要

で
あ

り
、

軍
首

脳
の

言
で

は
陸

海
軍

を
完

全
に

近
代

化
で

き
る

の
は

20
20

~2
5

年
と

遠
い

将
来

で
あ

る
。
 

○
プ

ー
チ

ン
第

2
期

政
権

の
最

大
の

目
玉

は
、

第
1

期
に

開
始

さ
れ

た
志

願
兵

制
(
契

約
勤

務
制
)
移

行
が

本
格

的
に

行
わ

れ
る

こ
と
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軍
改

革
 

（
つ

づ
き

）
 

で
あ

る
。

国
防

相
の

言
に

よ
れ

ば
、

ま
ず

20
07

年
末

ま
で

に
兵

･下
士

官
の

約
半

数
を

志
願

兵
で

補
充

し
、

20
08

年
か

ら
完

全
移

行
を

目
指

す
計

画
で

あ
る
(
完

成
年

度
は

明
示

さ
れ

て
い

な
い
)
。

ま
た

、
C

IS
諸

国
か

ら
の

志
願

兵
受

入
れ
(
ロ

シ
ア

国
籍

付
与

)

の
た

め
の

国
籍

法
改

正
も

20
03

年
11

月
に

行
わ

れ
た

。
志

願
兵

制
移

行
に

伴
い

、
徴

兵
者

の
兵

役
期

間
(
現

在
2

年
)
を

短
縮

す
る

こ
と

が
検

討
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

が
果

た
し

て
計

画
通

り
に

行
く

か
ど

う
か

か
は

、
兵

員
の

充
足

状
況

、
経

済
状

況
、

国

際
情

勢
等

に
も

関
係

す
る

。
 

○
上

記
の

兵
器

･装
備

の
近

代
化

お
よ

び
志

願
兵

制
へ

の
移

行
に

は
、

国
防

費
を

2
倍

以
上

に
す

る
必

要
が

あ
り
(
現

在
は

、
G

D
P

比
の

2.
7%

)
、

ロ
シ

ア
の

経
済

状
況

如
何

に
か

か
っ

て
い

る
。

経
済

の
好

転
が

起
こ

っ
て

い
る

の
は

事
実

で
あ

る
が

、
他

の
諸

政
策

も
あ

り
上

記
を

満
足

さ
せ

る
ほ

ど
の

継
続

し
た

国
防

費
増

額
が

行
わ

れ
る

か
ど

う
か

が
不

明
で

あ
る

。
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以
上
の
背
景
と
な
る
ロ
シ
ア
国
内
外
情
勢
（
冒
頭
の
説
明
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
）

 

 
展

 
 

望
 

ロ  シ  ア  情  勢  一  般 

ロ
シ

ア
内

政
一

般
 

●
20

03
年

国
家

院
選

挙
で

プ
ー

チ
ン

支
持

政
党

が
勝

利
し

、
20

04
年

大
統

領
選

挙
で

プ
ー

チ
ン

大
統

領
が

再
選

さ
れ

る
。

 

●
以

上
の

選
挙

に
よ

り
国

内
は

当
面

は
落

ち
着

い
た

動
き

と
な

る
が

、
プ

ー
チ

ン
第

2
期

政
権

3
年

目
あ

た
り

か
ら

（
20

06
年

頃
：
同

年
に

は
G

8
モ

ス
ク

ワ
サ

ミ
ッ

ト
も

開
催

）
、

ポ
ス

ト
・
プ

ー
チ

ン
を

睨
ん

で
現

在
既

に
始

ま
っ

て
い

る
政

治
的

争
い

が
熾

烈
化

す
る

。
右

政
治

的

争
い

に
お

い
て

は
、

国
内

政
治

・
経

済
・
社

会
が

最
大

の
関

心
と

な
る

。
た

だ
し

、
20

03
年

国
家

院
選

挙
前

に
出

て
き

た
プ

ー
チ

ン
大

統
領

の
3

期
を

可
能

と
す

る
シ

ナ
リ

オ
が

あ
り

う
る

場
合

（
現

時
点

で
プ

ー
チ

ン
大

統
領

自
身

は
否

定
し

て
い

る
が

）
、

20
06

年
を

目
処

に
す

る
議

論
は

な
く

な
る

。
ま

た
、

プ
ー

チ
ン

大
統

領
周

辺
部

が
大

統
領

第
3

期
を

可
能

と
す

る
シ

ナ
リ

オ
を

大
統

領
に

示
し

た
場

合

で
、

プ
ー

チ
ン

大
統

領
自

身
が

、
現

状
の

ま
ま

こ
れ

を
拒

否
す

る
場

合
に

は
、

プ
ー

チ
ン

大
統

領
と

シ
ラ

ヴ
ィ

キ
と

の
対

決
が

あ
り

得
る

。
 

●
チ

ェ
チ

ェ
ン

に
つ

い
て

、
統

治
は

強
化

さ
れ

る
が

、
テ

ロ
は

ロ
シ

ア
国

内
で

継
続

す
る

。
 

●
シ

ラ
ヴ

ィ
キ

に
つ

き
、

FS
B

系
、

内
務

省
及

び
緊

急
事

態
省

の
政

治
力

は
増

加
す

る
が

、
軍

の
政

治
力

は
現

状
の

ま
ま

。
 

●
プ

ー
チ

ン
体

制
に

異
を

唱
え

る
オ

リ
ガ

ル
ヒ

（
ベ

レ
ゾ

フ
ス

キ
ー

、
グ

シ
ン

ス
キ

ー
等

の
旧

エ
リ

ツ
ィ

ン
派

が
多

い
）
に

対
す

る
バ

ッ
シ

ン
グ

は
、

シ
ラ

ヴ
ィ

キ
の

力
の

増
大

と
平

行
し

て
続

く
。

 

●
20

03
年

の
国

籍
法

改
正

に
よ

り
C

IS
よ

り
多

く
の

移
民

が
ロ

シ
ア

に
流

入
す

る
。

 

●
一

部
地

方
の

バ
ル

ネ
ラ

ブ
ル

な
状

態
は

続
く

。
今

後
の

W
TO

加
盟

交
渉

の
終

盤
に

か
け

て
地

方
の

反
発

が
強

ま
る

。
 

●
20

03
年

の
国

籍
法

改
正

に
よ

り
C

IS
よ

り
多

く
の

移
民

が
ロ

シ
ア

に
流

入
す

る
。
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ロ
シ

ア
社

会
経

済
改

革
 

●
経

済
の

好
調

さ
は

国
際

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
が

高
値

で
維

持
さ

れ
る

限
り

は
継

続
。

国
際

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
が

下
が

っ
た

場
合

、
短

期

的
に

は
国

内
消

費
と

投
資

の
堅

調
さ

か
ら

見
て

ロ
シ

ア
経

済
の

好
調

さ
は

維
持

さ
れ

る
が

、
長

期
的

に
は

、
社

会
経

済
構

造
改

革
次

第
。

 

●
社

会
経

済
構

造
改

革
は

進
展

す
る

が
、

改
革

の
進

展
と

と
も

に
細

部
に

至
り

、
種

々
の

利
害

関
係

の
調

整
が

大
変

と
な

る
→

限
界

効
用

の
低

減
。

 

●
国

内
社

会
経

済
イ

ン
フ

ラ
の

老
朽

化
が

大
き

な
問

題
と

な
る

（
「
20

03
年

問
題

」
の

一
部

）
。

特
に

、
連

邦
構

成
主

体
及

び
地

方
と

の
関

係
で

懸
案

化
す

る
。

 

●
対

外
債

務
負

担
度

は
ま

す
ま

す
小

さ
く

な
る

。
経

済
の

好
調

な
う

ち
に

対
外

債
務

を
返

済
し

て
し

ま
う

べ
く

ロ
シ

ア
は

パ
リ

ク
ラ

ブ
及

び
二

国
間

で
働

き
か

け
る

。
 

●
エ

ネ
ル

ギ
ー

偏
重

経
済

構
造

は
な

か
な

か
脱

却
出

来
な

い
。

 

●
一

部
地

域
の

バ
ル

ネ
ラ

ブ
ル

な
状

態
は

続
く

。
富

裕
な

地
域

と
貧

し
い

地
域

と
の

格
差

は
縮

ま
る

も
、

残
る

。
今

後
の

W
TO

加
盟

交
渉

の
終

盤
に

か
け

て
地

方
の

反
発

が
強

ま
る

。
 

 

外
交

・
安

全
保

障
 

●
米

と
の

関
係

は
、

イ
ラ

ク
戦

争
後

の
関

係
修

復
と

の
側

面
も

あ
り

更
に

進
展

す
る

。
大

き
な

動
き

は
米

露
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
パ

ー
ト
ナ

ー
シ

ッ

プ
。

欧
州

と
の

関
係

は
、

統
一

経
済

圏
の

創
設

に
向

け
て

の
動

き
は

見
ら

れ
る

も
、

査
証

免
除

と
い

っ
た

側
面

に
限

ら
れ

る
。

ア
ジ

ア
と

の
関

係
は

、
中

印
と

の
関

係
の

み
な

ら
ず

、
マ

レ
ー

シ
ア

等
と

の
関

係
が

進
展

。
 

●
W

TO
加

盟
交

渉
は

政
治

的
圧

力
は

あ
る

も
、

事
務

的
に

淡
々

と
進

む
。

N
AT

O
と

の
関

係
は

、
当

面
ロ

シ
ア

は
N

AT
O

・
ロ

シ
ア

理
事

会
参

加
で

満
足

。
 

 


